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輸入製造たばこの小売定価の認可の申請（たばこ事業法施行規則（以下「規則」と

いう。）第 30 条）及び輸入製造たばこの小売定価の変更認可の申請（規則第 31 条）

の際、税関長による輸入価格の確認事務等については下記のとおり実施されたい。 

（趣旨） 

たばこ事業法の施行に伴い、小売定価認可申請書等に記載された輸入価格について、

あらかじめ税関長が確認を行うこととされているところから、その取扱いを定めたも

のである。 

 

記 

 

１ 小売定価の認可の申請時の確認 

(1) 提出書類 

輸入価格の確認を受ける場合には、税関長に対して次の書類各１部を提出させ

ることとする。 

イ 製造たばこ小売定価認可申請書（以下「認可申請書」という。）及び同副本

（規則別紙様式第 30号） 

ロ 製造たばこの仕入書、契約書その他輸入価格の決定のために必要な書類（以

下「仕入書等」という。） 

なお、上記の書類を提出する際には、輸入価格の計算方式を記載した計算書（別

紙様式又は適宜の書面による。）を添付させることとする。この場合、関税法施

行令第４条第３項の規定に基づき包括申告書が提出されているときには、当該包

括申告書の写しの余白部分に輸入価格及びその計算方法を記載させることとし

て差し支えない。 

(2) 提出先 

認可申請書、同副本及び仕入書等は申請者の主たる事務所の所在地を管轄する

税関長（業務部首席関税評価官（首席関税評価官を置かない税関にあっては関税

評価官。(4)において「首席関税評価官等」という。））に提出させることとする。 



(3) 認可申請書の処理等 

認可申請書及び仕入書等に基づき輸入価格が適正に計算されたものであるこ

とを確認し、「税関確認欄」に通し番号を付したうえ、認可申請書を申請者に返

却する。 

(4) 認可申請書の輸入予定地税関への送付等 

上記(3)により処理した認可申請書について、その確認を行った税関（以下「確

認税関」という。）以外に当該認可申請書に係る輸入予定地税関（以下「関係税

関」という。）がある場合には、確認税関は当該認可申請書及び計算書（又は包

括申告書）の写し各１部を関係税関の本関（業務部首席関税評価官等）に送付す

る。 

２ 小売定価の変更認可の申請時の確認 

(1) 提出書類 

輸入価格の確認を受ける場合には、税関長に対して次の書類各１部を提出させ

ることとする。 

イ 製造たばこ小売定価変更認可申請書（以下「変更申請書」という。）及び同

副本（規則別紙様式第 31号） 

ロ 上記１(1)ロに準じて取り扱う。 

ハ 上記１(1)なお書に準じて取り扱う。 

(2) 提出先 

上記１(2)に準じて取り扱う。 

(3) 変更申請書の処理等 

上記１(3)に準じて取り扱う。 

(4) 変更申請書の輸入予定地税関への送付等 

上記１(4)に準じて取り扱う。 

３ 留意事項 

新制度の円滑な運営を図るため、輸入価格の確認を行う場合には輸入者に対して、

必要な資料の提出等について十分指導を行うこととする。 

なお、認可申請書又は変更申請書の輸入価格の確認は、税関に提出された仕入書

等に基づき行われたものであり、仕入書価格以外に他に貨物代金として別払いがあ

る場合には、事後、輸入価格が変更されることとなるので留意されたい。 


